
��の内� できること できないこと

�せつ

トイレ、ポータブルトイレへ

の�動�助、⾒�り

ベッド上でのオムツ��など

ー

�事

�事�助・⾒�り

�事の配下膳、�⽚付け

��の専⾨的配慮をもって⾏

う�理（�師の指⽰にもとづ

く嚥下��者への流動�な

ど）

ー

�� ����、���、�拭など
ー

��
洗�、��、電気シェーバー

による��りなど

散�

�⼑による��り（ただし⾃�

体により可否の��が異なる）

更� 更��助
ー

体���

�動・�乗
体���、�動・�乗の�助

ー

��・��
��、��にともなう更�、

��、�せつの�助など
ー

訪問介護サービス
できること・できないこと一覧表

１．�体��でできること・できないこと
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��の内� できること できないこと

服薬

⼀��された薬の服薬�助、

��

�み�れの��

服薬のための�の⽤�

服薬�理（�から1回�の薬を

�り�してセットするなど）

��

���助

�内での�動、�せつの�助

（��側が��できないなど

の�別な事情がある場�の

み）

�療保�が��されるマッサ

ージや���

�挙の�票�への付き�い

⽇常⽣活に必�な、��・�

⾏などへの⼿�きの付き�い

⽇常⽣活品の買い物同⾏

ケアプランに��付けられて

いる散�（⾒�り的援助によ

るもの）

��の付き�い

理���への付き�い

墓�りへの付き�い

冠���の付き�い

友�宅への付き�い

�味・��の付き�い（カラオ

ケ、パチンコなど）

単なる散�

リハビリを⽬的とした�⾏��

�⾏への�き�しの代⾏

��の内� できること できないこと

掃�

⽇常⽣活における�常の範

囲内の掃�

ゴミ�し

利⽤者が使⽤していない��の

掃�

⼤掃�

草むしり、��の�やり

⾃�⽤⾞の洗⾞・�掃

��、電気��等の�動、�

�、模�替え

�・ベランダ掃�

�気�の掃�

�っ�し��
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2．⽣活援助でできること・できないこと



��の内� できること できないこと

洗�

洗��または⼿洗いによる洗

�

洗�⼲し〜�り�み�理

アイロンがけ

利⽤者��に�する左�⾏為

�理
�事の��

⼀�的な�理・�⽚付け

利⽤者��のための�理

正⽉や�句等の�別な⼿間をか

けて⾏う�理

ベッドメイ

キング

布団⼲し

シーツ��
利⽤者��に�する左�⾏為

�服の�

理・�服の

��

��の�理

�替え

ボタン付けやほつれの��な

ど

仕立て�し

�上げなどのおおがかりな��

買い物

⽣活�内の��での⽇⽤品や

�料品の買い物

⽣活�電の購�

処�薬の受け�り

��⽤の受け�り（他に⼿�

がない場�のみ）

嗜�品(酒�、タバコ等)

⽣活��の��での買い物

お中元やお歳暮等の��品

その他

利⽤者が不在時のサービス提供

単なる⾒�り

単なる�し相⼿

ペットの��（エサの買い物も

�む）

来���（お茶、�事の��な

ど）

���者の�泊時のサービス提

供
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��の内� できること できないこと

�切り �切り、�やすり

�そのもの、または周囲の⽪膚

に��や��があり、�尿�等

の��に�う専⾨的な�理が必

�な場�の�切り、�やすり

⽿掃� ⽿�の��
⽿�が溜まり⽿の�をふさいで

しまっている場�の⽿掃�

⼝�ケア
⻭ブラシや��、�き��な

どを使⽤した⼝�ケア

重度の⻭周�などがある場�の

⼝�ケア

�薬品

⼀��された内服薬の内服�

助

湿布の貼り付け

点�薬の点�

肛⾨への�薬挿�

��粘膜への薬�噴�

インスリン��の⾒�り、�

�

※�師の処�を受けた薬で、�嚥
や薬の��など、専⾨的な配慮や

��が必�ない場�に�る。

服薬�理

インスリン��
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３．�療的なケア

�問��は�療⾏為を⾏うことができません。�療的なケアでヘルパーが��できるの

は、�師など�療従事者による専⾨的な��を必�としない場�のみとなります。

※下�は�療⾏為に当てはまる⾏為と、当てはまらない⾏為の⼀�です。



��の内� できること できないこと

測�

��体温�、電�体温�によ

る体温測�

⾃動⾎圧測��での⾎圧測�

パルスオキシメーターの��

��⾎圧�での⾎圧測�

処�

軽�な切り傷、�り傷、やけ

どなどによる�れたガーゼの

��

ストーマのパウチに溜まった

�せつ物を�てる

⾃⼰�尿の�助のためのカテ

ーテル��、��保持

��のグリセリン�腸での�

腸（※1）

⾎��測�の声かけ、��の

��

��の処�など、専⾨的な��

が必�な傷の処�

肌に��したパウチの�り替え

⾃⼰�尿

�便

⾎��測�

��栄�（※2）

����（※2）

※2 たんの��等の業�を⾏うための��を受けている事業�(������等事業者・

����⾏為事業者)においては、����⼠および⼀�の研�を�了したヘルパーによ

り�められた�件の下で「たんの��等」の�療⾏為を��できます。

※1 挿��の�さが5〜6cm�度�内、グリセリン�度50％、 成�⽤の場�で40グラム

�度�下、6歳から12歳未�の⼩児⽤の場�で 20グラム�度�下、1歳から6歳未�の�

児⽤の場�で10グラム�度� 下の�量のもの。


